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平成30年 京都府内の公的機関等の障害者雇用状況の集計結果 

 

京都労働局（局長 髙井 吉昭）は、平成30年6月1日現在の京都府の機関、市町村の機関及び教育委員

会等の「障害者任免状況」並びに地方独立行政法人等の「障害者雇用状況」の集計結果を取りまとめました

ので、公表します。 

今回の集計結果は、障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和 35 年法律第123 号）の規定に基づき、国、

地方公共団体及び独立行政法人等に義務付けられている毎年６月１日現在の障害者の任免状況及び雇用状況

の通報及び報告を集計したものです。 

 

なお、全国の集計結果につきましては、厚生労働省から公表します。 

 

また、民間企業における障害者の雇用状況については、データ入力のための作業ツールの不具合により、

平成31年３月末までに公表する予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 地方公共団体（京都府及び市町村の機関）における障害者の在職状況 

 

（１）京都府の機関（京都府教育委員会を除く）について（別表1参照） 

   京都府の機関に在職している障害者の数は128.0人と前年より0.5人減少し、実雇用率は2.65%であっ

た。 

各機関の実雇用率については、京都府知事部局が 2.57%（前年 2.71%）、京都府環境部が 4.48%（前年

2.94%）、京都府警察本部が2.97%（前年2.97%）となっている。 

（２）京都府教育委員会について（別表1参照） 

京都府教育委員会（法定雇用率2.4%）に在職している障害者の数は196.0 人と前年より12.5 人増加

し、実雇用率は2.31%（前年2.12%）であった。 

 

【概要】 

・京都府の機関（法定雇用率2.5%）の実雇用率は2.65%（前年2.75%） 

・京都府教育委員会（法定雇用率2.4%）の実雇用率は2.31%（前年2.12%） 

・市町村の機関（法定雇用率2.5%※）の実雇用率は2.23%（前年2.22%） 

 ・地方独立行政法人等（法定雇用率2.5%）の実雇用率は1.96%（前年1.69%） 

 

※京都市教育委員会については、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第2条ただし書により 

厚生労働大臣の指定する教育委員会であるため法定雇用率2.4%が適用される。 
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（３）市町村の機関について（別表2参照） 

市町村の機関に在職している障害者の数は569.0人と前年より13.0人増加し、実雇用率は2.23%（前

年2.22%）であった。 

＊なお、宇治市においては、障害者任免状況通報書を精査しているところであり、計上していない。 

（４）京都市教育委員会について（別表2参照） 

   京都市教育委員会（法定雇用率2.4％）に在職している障害者の数は87.5人と前年より7.5人増加し、

実雇用率は1.84％（前年1.67％）であった。 

 

２ 地方独立行政法人等における障害者の雇用状況（別表3参照） 

地方独立行政法人等に雇用されている障害者の数は65.5人と前年より9.0人増加し、実雇用率は1.96%

（前年1.69%）であった。 

 

３ 障害者の雇入れに対する指導について 

法定雇用率に基づく障害者の雇用義務数に不足が生じている民間企業及び市町村の機関に対しては、公 

共職業安定所及び労働局が雇入れ指導として、障害の態様に応じた職域の開拓、求職者情報の提供、就職

面接会の実施、障害者雇入れ計画の作成命令等、障害者雇用の促進に向けた取組を実施している。 

（雇用率達成指導の流れについては、別添1参照） 
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【 参 考 】 

◎法定雇用率とは（別添2参照） 

民間企業及び地方公共団体は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、それぞれの割合に相当す

る数以上の障害者の雇用義務があり、この割合を法定雇用率という。 

 雇用義務の対象となる障害者は、身体障害者、知的障害者及び精神障害者（精神障害者保健福祉手帳保持

者）である。 

 

◎各別表の①欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」とは、職員総数から除外職員数及び除外

率相当職員数（旧除外職員が職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数）を除いた職員数

である。 

 

◎各別表の②欄の「障害者の数」とは、身体障害者、知的障害者及び精神障害者の計であり、短時間労働者

以外の重度身体障害者及び重度知的障害者については法律上、１人を２人に相当するものとしてダブルカウ

ントを行い、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障害者である短時間職員については法律上、

１人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとしている。 

 ただし、精神障害者である短時間勤務職員であっても、次のいずれかに該当する者については、1人とカウ

ントしている。 

①平成27年６月２日以降に採用された者であること 

②平成27年６月２日より前に採用された者で、同日以後に精神障害者保健福祉手帳を取得した者であるこ

と 

 

◎実雇用率とは 

算定基礎労働者（職員）数に占める雇用障害者数の割合である。 

 

◎各別表の④欄の「不足数」とは、①欄の労働者数に法定雇用率を乗じて得た数（１未満の端数切り捨て）

から②欄の障害者の数を減じて得た数であり、これが0.0となることをもって法定雇用率達成となる。 

 したがって、実雇用率が法定雇用率を下回っていても、不足数 0.0 となることがあり、この場合、法定雇

用率達成となる。 

（例）Ａ市 算定基礎労働者数90人 雇用障害者数2人 

【実雇用率の計算】 

2人÷90人＝2.22% 

【法定雇用率に基づく障害者の雇用義務数の計算】 

90人×法定雇用率2.5%＝2.25人 

この場合、障害者を2人雇用しなければならない。（小数点以下の端数切り捨て。） 

→  Ａ市は障害者の雇用義務数の 2 人を雇用しているので、雇用率は 2.22%であっても法定雇用率は

達成していることとなる。 

 

◎除外率制度について（詳細は別添3-1、3-2参照） 

除外率とは、一律に法定雇用率を適用することがなじまない性質の職務について、事業主負担を調整す

る観点から、特定の業種について雇用義務の軽減を図る制度。（平成22年7月1日付で障害者雇用促進法

が改正され、除外率が適用されている業種について、適用されていた除外率が一律10％引き下げられてい

る。） 
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（別表１）

◇法定雇用率2.5％の機関

機関名
①法定雇用障害者数の算
定の基礎となる職員数

②障害者の数 ③実雇用率 ④不足数

京都府（知事部局） 4,071.5 104.5 2.57 0.0

京都府環境部 67.0 3.0 4.48 0.0

京都府警察本部 690.5 20.5 2.97 0.0

合　　計 4,829.0 128.0 2.65 0.0

◇法定雇用率2.4％の機関

機関名
①法定雇用障害者数の算
定の基礎となる職員数

②障害者の数 ③実雇用率 ④不足数

京都府教育委員会 8,497.0 196.0 2.31 7.0

京都府の各機関における障害者の在職状況

（平成３０年６月１日現在）
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（別表２）

機　関　名
 ①法定雇用障害者数
の算定の基礎となる
職員数

②障害者数 ③実雇用率 ④不足数

 京都市 8,616.0 195.5 2.27 19.5

(注)宇治市※ 　　　　― 　　　　― ― 　　―　　　

 福知山市※ 803.5 22.0 2.74 0.0

 舞鶴市※ 746.5 13.0 1.74 5.0

 京丹後市※ 627.0 16.0 2.55 0.0

 長岡京市※ 614.5 18.0 2.93 0.0

 亀岡市※ 579.0 15.0 2.59 0.0

 南丹市※ 565.0 8.5 1.50 5.5

 八幡市 557.5 16.0 2.87 0.0

 木津川市※ 450.0 11.0 2.44 0.0

 京田辺市 409.0 6.0 1.47 4.0

 城陽市 331.0 8.0 2.42 0.0

 綾部市※ 327.0 8.0 2.45 0.0

 精華町 315.5 7.0 2.22 0.0

 向日市 300.0 10.0 3.33 0.0

 京丹波町 298.5 3.0 1.01 4.0

 久御山町 270.5 7.0 2.59 0.0

 与謝野町 270.5 6.0 2.22 0.0

 宮津市※ 261.0 3.5 1.34 2.5

 大山崎町 134.0 2.0 1.49 1.0

 宇治田原町 123.0 3.0 2.44 0.0

 井手町 119.0 3.0 2.52 0.0

 伊根町 89.0 3.0 3.37 0.0

 和束町 87.0 2.0 2.30 0.0

 南山城村 57.0 2.0 3.51 0.0

 笠置町 55.0 1.0 1.82 0.0

 京都市教育委員会 4,766.5 87.5 1.84 26.5

 八幡市教育委員会 154.0 5.0 3.25 0.0

 与謝野町教育委員会 82.5 2.0 2.42 0.0

 京田辺市教育委員会 78.0 1.0 1.28 0.0

 城陽市教育委員会 41.0 1.0 2.44 0.0

 京都市上下水道局 1,378.0 37.0 2.69 0.0

 京都市交通局 734.0 19.0 2.59 0.0

 国民健康保険南丹病院組合 408.5 8.0 1.96 2.0

 福知山市民病院 316.0 7.0 2.22 0.0

 国民健康保険山城病院組合 215.0 3.0 1.40 2.0

 京都市消防局 108.0 2.0 1.85 0.0

 城南衛生管理組合 96.0 2.0 2.08 0.0

 亀岡市立病院 62.0 1.0 1.61 0.0

 船井郡衛生管理組合 44.0 4.0 9.09 0.0

合　　　　計 25,489.5 569.0 2.23 72.0

※特例認定機関
①宇治市は、宇治市教育委員会及び宇治市水道事業管理者と特例認定を受けている。
②福知山市は、福知山市教育委員会及び福知山上下水道事業管理者と特例認定を受けている。
③舞鶴市は、舞鶴教育委員会及び市立舞鶴市民病院と特例認定を受けている。
④京丹後市は、京丹後市教育委員会及び京丹後市立弥栄病院、京丹後市立久美浜病院と特例認定を受けている。
⑤長岡京市は、長岡京市教育委員会と特例認定を受けている。
⑥亀岡市は、亀岡市教育委員会と特例認定を受けている。
⑦南丹市は、南丹市教育委員会と特例認定を受けている。
⑧木津川市は、木津川市教育委員会と特例認定を受けている。
⑨綾部市は、綾部市教育委員会と特例認定を受けている。
⑩宮津市は、宮津市教育委員会と特例認定を受けている。

市町村の機関における障害者の在職状況（平成３０年6月1日現在）

　特例認定とは、地方公共団体の機関（Ａ）及び当該Ａ機関と人的関係が緊密である等の機関（Ｂ）の申請に基づ
き、京都労働局長の認定を受けた場合に、当該Ｂ機関に勤務する職員を当該Ａ機関に勤務する職員とみなすもので
ある。

平成30年12月１8日時点の集計結果に基づき作成した。

（注）宇治市においては、障害者任免状況通報書を精査しているところであり、計上していない。
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（別表3）

機関名
①法定雇用障害者数の算
定の基礎となる職員数

②障害者の数 ③実雇用率 ④不足数

京都府住宅供給公社 49.0 2.0 4.08 0.0

京都市住宅供給公社 195.0 4.0 2.05 0.0

京都府公立大学法人 2,161.0 38.5 1.78 15.5

地方独立行政法人
京都市立病院機構

757.0 17.0 2.25 1.0

公立大学法人
京都市立芸術大学

98.0 3.0 3.06 0.0

独立行政法人
京都市産業技術研究所

75.5 1.0 1.32 0.0

地方独立行政法人等における障害者の雇用状況

（平成３０年６月１日現在）

※京都府公立大学法人は、10月15日現在において、障害者の数53.0人、実雇用率2.47％、不足数
0.0人となっている。
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別　添  1

◎障害者雇用率達成指導の流れ（民間企業）

雇用状況報告
（毎年6月1日の状況）

雇入れ計画作成命令
（2年計画）

雇入れ計画の適正実施勧告

特別指導

企業名公表

◎障害者雇用率達成指導の流れ（地方公共団体）

障害者任免状況の通報
（毎年6月1日 の状況）

採用計画の通報
（1年計画）

採用計画の適正実施勧告

（同法第47条）

※平成24年1月1日以降の日を始期とする雇入れ計画から計画期間は3年間から2年間に短縮されている。

雇用義務の達成状況が低い事業主については、下記の流れで雇用率達成指導を行い、「雇入
れ計画」の着実な実施による障害者雇用の推進を指導している。

（障害者雇用促進法　第43条第7項）

翌年1月を始期とする2年間の計画（※）を作成するよう、公共
職業安定所長が命令を発出（同法第46条第1項）

計画の実施状況が悪い企業に対し、適正な実施を勧告（計画
1年目の12月）（同法第46条第6項）

雇用状況の改善が特に遅れている企業に対し、公表を前提と
した特別指導を実施（計画期間終了後に９ヶ月間）
不足数の特に多い企業については、当該企業の幹部に対し、
厚生労働省本省による直接指導も実施。

(平成24年1月1日以降の日を始期とする採用計画から計画期間は3年間から2年間に短縮されている。)

法定雇用率未達成の地方公共団体については、下記の流れで雇用率達成指導を行い、「採用
計画」の着実な実施による障害者雇用の推進を指導している。

　（障害者雇用促進法第40条）

翌年1月を始期とする1年間の計画（※）を作成し、都道府県の
機関にあっては厚生労働大臣あて、市町村の機関にあっては
都道府県労働局長あて通報する（同法第39条第1項）

計画の実施状況が悪い機関に対し、適正な実施を勧告（計画
終期の翌年の3月末までに）（同法第39条第2項）
勧告は当該計画の終期の翌日を始期とする採用計画に対し
て行う

※法定雇用率2.4%が適用される教育委員会の採用計画の計画期間は2年間
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                                 別添２ 

◎ 法定雇用率とは 

 民間企業、国、地方公共団体は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、それぞれ以下の

割合（法定雇用率）に相当する数以上の障害者を雇用しなければならないこととされている。 

 雇用義務の対象となる障害者は、身体障害者、知的障害者又は精神障害者（精神障害者保健福祉手帳

の交付を受けている者に限る。）である（なお、平成30年３月まで、精神障害者は雇用義務の対象では

ないが、精神障害者保健福祉手帳保持者を雇用している場合は雇用率に算定することができる）。 

 

                     一般の民間企業 …………………… ２．２％〔２．０％〕 

  ○ 民間企業 ……    （45.5人〔50人〕以上規模の企業） 

                     特殊法人等 ………………………… ２．５％〔２．３％〕 

                   労働者数40人〔43.5人〕以上規模の特殊法人、 

              独立行政法人、国立大学法人等 

 

  〇 国、地方公共団体 ………………………………………… ２．５％〔２．３％〕 

       （40人〔43.5人〕以上規模の機関） 

 

  ○ 都道府県等の教育委員会 ………………………………… ２．４％〔２．２％〕 

       （42人〔45.5〕以上規模の機関） 

 

※（ ）内は、それぞれの割合（法定雇用率）によって１人以上の障害者を雇用しなければならない

こととなる企業等の規模である。 

※〔 〕内は、平成30年３月までの値である。 

 

【一般民間企業における雇用率設定基準】 

            身体障害者、知的障害者及び精神障害者である常用労働者の数 

                      ＋ 失業している身体障害者、知的障害者及び精神障害者の数 

  障害者雇用率 ＝    

常用労働者数 ＋ 失業者数 

 

※ 特殊法人、国及び地方公共団体における障害者雇用率は、一般の民間企業の障害者雇用率を下回ら

ない率をもって定めることとされている。 

※ 重度身体障害者又は重度知的障害者については、その１人の雇用をもって、２人の身体障害者又は

知的障害者を雇用しているものとしてカウントされる。 

※ 重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者（１週間の所定労働時間が20時間以上30

時間未満の労働者）については、１人分として、重度以外の身体障害者及び知的障害者並びに精神障

害者である短時間労働者については、0.5人分としてカウントされる。 

※ ただし、精神障害者である短時間勤務職員であっても、次のいずれかに該当する者については、 

1人分としてカウントされる。 

② 平成27年６月２日以降に採用された者であること 

 ②平成27年６月２日より前に採用された者で、同日以後に精神障害者保健福祉手帳を取得した者であ

ること  
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◎　除外率制度について

○ 　民間企業における除外率制度

　各事業主が雇用しなければならない障害者の数を算定する基礎となる常用雇
用労働者数を算定する際に、一定の業種に属する事業を行う事業所の事業主に
ついては、その常用雇用労働者数から一定率に相当する労働者数を控除する
制度。
　平成１４年の法改正により段階的に廃止・縮小することとされ、平成２２年７月１
日から、すべての除外率設定業種について、除外率を１０％ポイントずつ引き下
げている。

○ 国及び地方公共団体における除外率制度

　各任命権者が採用しなければならない障害者数を算定する基礎となる職員数
を算定する際に､一定の範囲の職種に従事する者を控除する制度｡平成１６年４
月１日から、除外職員の範囲を、国民の生命の保護や、公共の安全と秩序の維
持を職務としており、その遂行のためには職員個人による強制力の行使等が必
要であるような職員に限定することとした｡
なお、旧除外職員である職種に従事する職員の多い機関については、当該職員
が職員総数に占める割合を基に、当分の間、除外率を設定した上で、廃止の方
向で段階的に引き下げ、縮小を進めていくこととしており、平成２２年７月１日から
当該除外率を一律１０％引き下げている。

　

　

別添３－１
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別添３－２

◎　民間企業における除外率

除外率設定業種 除外率

 ・非鉄金属製造業（非鉄金属第一次製錬・精製業を除く。）　　・倉庫業
 ・船舶製造・修理業、船用機関製造業　　　　　・航空運輸業
 ・国内電気通信業（電気通信回線設備を設置して行うものに限る。）

5%

 ・窯業原料用鉱物鉱業（耐火物・陶磁機・ガラス・セメント原料用に限る。）
 ・その他の鉱業　　　　・採石業、砂・砂利・玉石採取業　　　・水運業

10%

 ・非鉄金属第一次製錬・精製業
 ・貨物運送取扱業（集配利用運送業を除く。）

15%

 ・建設業　　　・鉄鋼業　　　・道路貨物運送業
 ・郵便業（信書便事業を含む。）

20%

 ・港湾運送業 25%

 ・鉄道業　　・医療業　　　・高等教育機関 30%

 ・林業（狩猟業を除く。） 35%

 ・金属鉱業　　　　・児童福祉事業 40%

 ・特別支援学校（専ら視覚障害者に対する教育を行う学校を除く。） 45%

 ・石炭・亜炭鉱業 50%

 ・道路旅客運送業　　・小学校 55%

 ・幼稚園 60%

 ・船員等による船舶運航等の事業 80%

10




